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重要事項説明書 
（訪問看護） 

1. 事業者概要 

事 業 所 株式会社 はまゆう 

代 表 者 山田 哲也 

所 在 地 神奈川県横須賀市池田町４－４－１ 

2. 事業所の概要 

事 業 所 名 はまゆう訪問看護ステーション空桜音  

所 在 地 神奈川県横須賀市鷹取２－１２－５ 

事業所指定番号 １４６１９９０８２９                   

管理者・連絡先 神谷 裕美 （０４６－８７６－９９３１） 

サービス提供地域 横須賀市、横浜市金沢区、逗子市 

3. 関連事業所 

事 業 所 名 訪問看護ステーションはまゆう 

事業所指定番号 １４６１９９０７０４ 

所 在 地 神奈川県横須賀市池田町４－４－１ 

管理者・連絡先 重岡 めぐみ （０４６－８３３－３５８１） 

サービス提供地域 横須賀市 

 

事 業 所 名 ケアマネオフィスはまゆう  

所 在 地 神奈川県横須賀市鷹取２－１２－５ 

事業所指定番号 １４７１９０７４５９ 

所 在 地 神奈川県横須賀市鷹取２－１２－５ 

管理者・連絡先 尾上 亜弥 （０４６－８０４－２８０８） 

サービス提供地域 横須賀市、横浜市金沢区、逗子市 

 

4. 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

   訪問看護ステーションはまゆう（以下「事業所」という。）の職員及び業務管理に関する重要

事項を定めることにより、事業所の円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護

予防訪問看護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営及びご利用者に対する適切な指定

訪問看護及び指定介護予防訪問看護（以下「訪問看護」という。）の提供を確保することを目

的とする。 
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運営の方針 

 

   １ 事業所は、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活

活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努め

なければならない。 

   ２ 事業所は、事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努

めなければならない。 

   ３ 事業所は、事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近

隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサ

ービスの提供に努めなければならない。 

   ４ 事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な看護・介護サービスが継続的

に提供できる体制を構築する観点から、すべての職員対象に、業務継続に向けた計画な

ど策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施などを義務付けます。 

  ５ 事業所は、適切なハラスメント対策を強化する観点から、すべての職員に、男女雇用機会

均等法など事業者の責務を踏まえつつ、適切な訪問看護の提供を確保し、職場環境にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で就業環境が害されること

を防止します。 

  ６ 事業所は、利用者の人権を擁護、虐待の防止などの観点から、虐待の発生又はその再発を

防止するために委員会を開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めます。 

  ７ 事業所は利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむえない場合を除き身体拘束、そ

の他利用者の行動を制限する行為（身体拘束）を行わない。やむを得ず行う場合は本人、 

    家族の同意を得て、他事業所と連携し、内容、理由、期間を記載します。 

 

８．事業所の職員体制 

職種 常勤 非常勤 

従 

業 

者 

管理者 

（看護師） 
1 名    — 

看護職員 

（看護師・准看護師） 

 

― 

 

       

3 名 

 

理学療法士、作業療法士 

または言語聴覚士 
1 名 1 名 

 

事業所に勤務する従業者の職務内容は次の通りとする。 

① 管理者 

所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上

支障がない場合は、事業所の他の職務に従事することができるものとする。 
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② 看護職員 

訪問看護計画書（准看護師を除く）及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。 

清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事 排泄等日常生活療養上の世話、 

ターミナルケア・褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置 

      リハビリテーションに関すること。 

      家族の支援に関すること 家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理 

③理学療法士  

      訪問看護（在宅におけるリハビリテーション）を担当する。 

看護職員と情報を共有・連携し訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成する。 

※理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーシ

ョンを中心としたものである場合に看護職員の代わりにさせる訪問看護である。 

 

5. 営業日及び営業時間 

営 業 日 営 業 時 間 

月曜日から金曜日まで 

だたし、祝祭日１２月３０日から１月３日までを除く。 

午前８時３０分から 

午後５時３０分まで 

  

訪 問 実 施 曜 日 訪 問 実 施 時 間 

 

月曜日から金曜日まで 

祝日及び１２月３０日から１月３日を除く 

 

午前９時００分から 

午後５時００分まで 

 

24 時間・緊急時の契約ご利用者やその家族からの電話等による連絡時の体勢を整備し、 

常時連絡時は営業時間外でも訪問看護活動を行っています。 

 

介護保険 ： 緊急時訪問看護加算 利用する ・ 利用しない 

医療保険 ： 24 時間対応体制加算 利用する ・ 利用しない 

 

6. 従業員の研修に関する事項 

事業所は、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために研修の機会を設け、また、

業務体制を整備するものとする。 

 

① 採用後初任者研修受講や各研修への参加を優遇する 

② 研修参加後は、事業所内で講義等実施する機会を作り、他スタッフへ伝達する 

③ 新人看護師には、指導看護師（プリセプター）をおき、訪問同行等指導する 
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7. サービス利用料及びご利用者負担 

ご利用者は訪問看護ステーションはまゆう料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する

所定の利用料および、サービスを提供する上で別途必要になった費用を支払うものとします 。

(別紙参照) 

   利用料金の支払い方法毎月、月初めに前月分の請求書をお渡し致します。利用料は 1 カ月単

位とし当該月の利用料は、翌２７日にご利用者が指定する口座から、毎月２７日に振り替え

ます。(銀行休業日の場合は、その翌日)   

   

ご連絡いただく時間 キャンセル料 

サービス前日 不 要 

サービス当日 

 

１，０００円 

利用者の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけサービス利用の前日までに 

ご連絡ください。連絡が無く訪問看護師がお家に伺った場合は、キャンセル料を申し受ける 

こととなりますのでご了承ください。ただし、利用者の容体の急変など、緊急やむをえな 

い事情がある場合は、キャンセル料は不要です。 

 
 

   

8. 衛生管理（感染） 

事業所の管理者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。 

事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めるものとする。 

 

① 事業所における感染予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６ヶ

月に１回以上開催するとともに、その結果を看護師に周知徹底を図る。新規採用時には感染

症対策の研修を行う。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための環境整備・標準的な予防策を講ずる。 

③ 事業において、看護師等に対して感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定

期的に実施する。研修内容は、感染症対策の基礎知識や発生時の対応について行うものとす

る。 

 

9. 事故発生時の対応方法について 

① ステーションは、訪問看護の提供に伴い、ご利用者に事故が発生した場合には、速やかに市

町村、ご利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

② 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録します。 

③ 事業所は、ご利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

10. 緊急時における対応方法について 

① 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主

治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必
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要な処置を講ずるものとする。 

② 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければ

ならない。 

 

11. 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 事業所は、訪問看護を提供するうえで知り得たご利用者及びその後見人又は家族の秘密を

漏らしません。 

② 事業所は、サービス担当者会議等においてご利用者又はその家族の個人情報を提供する場

合は事前に同意を得ます。 

③ 事業所は、その従業員に対して、その在職中のみならず退職後においても、１項の秘密保持

義務を遵守させるよう努めます。 

 

12. 相談窓口、苦情対応 

   当事業所のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。 

電 話 番 号 046-833-3581 

 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 046-874-8815 

 

46-874-8815 

 

ｅ  -  ｍａｉｌ hamayu-houmon-kango@hamayu-

nurse.com 

 
管 理 者 重岡 めぐみ 

そ の 他 

相談・苦情については、管理者及び担当訪

問看護師が対応します。不在の場合でも、

対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作

成し、担当者、管理者に引き継ぎます。 

   その他、下記お住まいの市区役所及び国民健康保険団体連合会においても苦情申し 

立て等ができます。 

 

神奈川県

国民 健康保険団体連合 会 

電 話 番 号 045-329-3447 

 

 

相 談 窓 口 介護保険課介護苦情相談係 

対 応 時 間 8:30～17:15 

 

横 須 賀 市 役 所 

介 護 保 険 課 

電 話 番 号 046-822-8253 

対 応 時 間 8:30～17:15 

 


